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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信装置を特定し、特定した通信装置をグループ化して管理する情報処理装置で
あって、
　装置間で通信禁止状態の通信装置をグループ化して管理するグループ化手段と、
　前記グループ化された通信装置間で他の通信装置のデータを取得する際に、該データの
取得を代行するデータ取得代行手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記データ取得代行手段は、
　通信装置から他の通信装置のデータを取得する要求を受信する受信手段と、
　前記要求に基づいて前記他の通信装置のデータを取得する取得手段と、
　前記取得したデータを前記通信装置に送信するデータ送信手段と、
　を有することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記グループ化手段は、通信装置を特定する特定情報を読み取る読取手段と、特定され
た通信装置を一覧表示する手段と、該一覧表示からグループ化する通信装置を指示する指
示手段とを有することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記読取手段は、複数の通信装置の各特定情報を一括読み取りが可能であることを特徴
とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記読取手段は、非接触ＩＤタグ読取手段、ＵＳＢ接続手段、赤外線通信手段、近距離
無線手段、バーコード読取手段、キャプチャ手段により行われることを特徴とする請求項
３記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記一覧表示は、複数の通信装置のキャプチャ映像を表示し、
　前記指示手段は、前記キャプチャ映像に対してグループ化する通信装置を指示すること
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を特徴とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記グループ化した通信装置へのアクセスを許可するフォルダを作成する作成手段と、
前記フォルダと他の通信装置内のデータとを自動的に同期させる同期手段とを更に有する
ことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記フォルダ内に、各通信装置の対応フォルダを作成する対応フォルダ作成手段を有し
、前記対応フォルダ毎に対応する通信装置との間で同期させることを特徴とする請求項７
記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記同期手段は、データを特定するためのデータ特定情報を同期させ、前記受信手段は
、前記データ特定情報を受信することを特徴とする請求項７記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　同期対象フォルダを指定する同期対象フォルダ指定手段と、「データ特定情報のみ」、
「全て」の同期内容を指定する同期内容指定手段とを有し、
　前記同期手段は、前記指定された同期内容に従って同期させることを特徴とする請求項
７記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記取得代行手段は、前記取得したデータを保存し、保存したデータが装置内データと
同一か否かを判定し、同一と判定した場合に、前記保存したデータを用いることを特徴と
する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記グループ化手段は、通信装置のグループ化が許可されているか否かを判定し、通信
装置のグループ化が許可されていない場合、当該通信装置をグループ化しないことを特徴
とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記グループ化手段は、自装置のグループ化が許可されているか否かを判定し、自装置
のグループ化が許可されていない場合、自装置をグループ化しないことを特徴とする請求
項１記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　複数の通信装置を特定し、特定した通信装置をグループ化して管理する情報処理装置の
グループ化方法であって、
　装置間で通信禁止状態の通信装置をグループ化して管理するグループ化工程と、
　前記グループ化された通信装置間で他の通信装置のデータを取得する際に、該データの
取得を代行するデータ取得代行工程と、
　を有することを特徴とするグループ化方法。
【請求項１５】
　請求項１４記載のグループ化方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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